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央
社
会
保
険
医
療
協
議
会（
中
医
協
）

は
、診
療
報
酬
の
改
定
案
を
厚
生
労
働

相
に
答
申
し
た（
2
月
10
日
）。2
年
ご
と
の
改

定
で
、今
回
は「
か
か
り
つ
け
」が
キ
ー
ワ
ー
ド

に
な
っ
た
。

地
域
包
括
ケ
ア
の

主
軸
を
固
め
る

　

前
回
は「
地
域
包
括
ケ
ア
」と
い
う
言
葉
が

多
用
さ
れ
、今
回
は「
か
か
り
つ
け
」が
随
所
に

出
て
く
る
。「
か
か
り
つ
け
医
」「
か
か
り
つ
け

薬
剤
師
・
薬
局
」「
か
か
り
つ
け
歯
科
医
」―
―
。

　

そ
れ
も
当
然
で
、地
域
ぐ
る
み
の
支
え
合
い

と
い
え
る「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」の
核

に
な
る
地
域
医
療
を
推
進
す
る
方
策
だ
。か
か

り
つ
け
医
に
は
認
知
症
患
者
や
小
児
へ
守
備

範
囲
を
広
げ
る
報
酬
が
設
け
ら
れ
、薬
剤
師
や

歯
科
医
へ
か
か
り
つ
け
機
能
を
促
す
報
酬
が

盛
り
込
ま
れ
た
。

　

高
血
圧
症
、糖
尿
病
、脂
質
異
常
症
、認
知
症

の
う
ち
2
疾
患
以
上
の
患
者
を
診
る「
在
宅
療

養
支
援
診
療
所
・
病
院
」向
け
の「
地
域
包
括
診

療
料
」（
月
額
1
万
5
0
3
0
円
）は
前
回
改

定
の
目
玉
だ
っ
た
。し
か
し
、算
定
要
件
が
厳

し
く
、適
用
は
全
国
わ
ず
か
1
2
2
施
設（
14

年
7
月
時
点
）。今
回
は
、最
難
問
の
要
件
で
あ

る「
診
療
所
で
常
勤
医
3
人
以
上
」を「
2
人
以

上
」に
緩
め
た
。さ
ら
に
認
知
症
と
そ
れ
以
外

に
1
疾
患
以
上
な
ど
の
患
者
に「
認
知
症
患
者

地
域
包
括
診
療
料
」（
月
額
1
万
5
1
5
0
円
）

が
新
設
さ
れ
た
。こ
の
24
時
間
対
応
の
拠
点
を

ど
こ
ま
で
増
や
せ
る
か
。外
来
で
の
定
額
報
酬

の
普
及
面
で
も
試
金
石
に
な
る
。

　
“
出
前
”に
特
化
し
た「
在
宅
医
療
専
門
診
療

所
」も
解
禁
さ
れ
る
。従
来
は
外
来
向
け
設
備

を
兼
ね
備
え
る
な
ど
が
条
件
だ
っ
た
が
、ほ
か

の
複
数
診
療
所
で
の
外
来
代
替
や
患
者
相
談

対
応
な
ど
の
条
件
で
認
め
ら
れ
る
。

　

こ
れ
に
関
連
し
、老
人
ホ
ー
ム
や
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
な
ど
の
同
じ
建
物
で
同
じ
日
に
入
居

者
を
ま
と
め
て
診
療
す
る
際
の
施
設
入
居
時

等
医
学
総
合
管
理
料（
改
称
）の
減
額
も
緩
和

さ
れ
た
。た
と
え
ば
現
行
は
月
2
回
訪
問
で
患

者
1
人
一
律
月
額
1
回
1
・
1
万
円
だ
が
、1

人
の
み
3
万
円
、2
〜
9
人
各
1
・
65
万
円
、10

人
以
上
各
1
・
2
万
円（
処
方
せ
ん
な
し
）な
ど

と
細
か
く
分
け
、月
1
回
訪
問
に
も
報
酬
を
設

け
、重
症
患
者
に
は
別
に
高
い
報
酬
を
付
け
た
。

　

と
く
に“
出
前
専
門
診
療
所
”に
は
追
い
風

だ
が
、通
院
可
能
な
患
者
ま
で
訪
問
し
た
り
、

ア
パ
ー
ト
の
一
室
を
事
業
所
名
目
に
営
業
範

中

「ゲートオープナー」は
育つか
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患者がアクセスしやすい
中小病院、診療所

専門的な診療を提供する
地域の拠点となるような病院

必要に応じて適切に
紹介・逆紹介等

かかりつけ医の普及を図り、かかりつけ医が患者の状態や価値観も踏まえ、
医療をサポートする「ゲートオープナー」機能を確立。

・認知症に対する主治医機能の評価
・小児に対するかかりつけ医の評価
・地域包括診療料、地域包括診療加算※
 の施設基準の緩和
（※）複数の慢性疾患を持つ患者に対する
 継続的で全人的な医療を評価

・紹介状なしで大病院を受診した
 場合の定額負担を導入

厚生労働省資料を簡略化

囲
を
広
げ
た
り
す
る
事
例
を
チ
ェ
ッ
ク
で
き

る
ど
う
か
。試
行
錯
誤
は
続
く
。

「
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
」を

超
え
て

　
「
か
か
り
つ
け
医
の
普
及
」に
関
し
、厚
労
省

資
料
に
は「
ゲ
ー
ト
オ
ー
プ
ナ
ー
機
能
を
確
立
」

と
書
か
れ
て
い
る（
図
参
照
）。

　

家
庭
医（
総
合
診
療
医
）制
度
を
も
つ
主
要

国
で
は
、患
者
は
家
庭
医（
診
療
所
）受
診
を
義

務
付
け
ら
れ
、そ
の
判
断
･
紹
介
で
専
門
医

や
病
院
へ
い
く
。こ
の
た
め
家
庭
医
は「
ゲ
ー

ト
キ
ー
パ
ー
」（
門
番
）と
も
呼
ば
れ
る
。「
ゲ
ー

ト
オ
ー
プ
ナ
ー
」の
方
は
、患
者
の
病
状
や
価

値
観
を
踏
ま
え
、適
切
な
医
療
を
示
す
役
割
を

意
味
す
る
。

　

日
本
で
の
総
合
診
療
医
の
育
成
は
、17
年
度

か
ら
一
部
の
医
学
部
で
始
ま
り
、同
時
に
日
本

医
師
会
も
現
役
医
師
の
研
修
に
取
り
組
む
。そ

の
目
標
を「
ゲ
ー
ト
オ
ー
プ
ナ
ー
」と
す
る
意

図
は
評
価
さ
れ
る
が
、実
現
に
は
長
い
歳
月
を

覚
悟
す
る
ほ
か
な
い
。

　

ま
た
、英
国
の
N
H
S（
国
民
保
健
サ
ー
ビ

ス
）で
は
、全
診
療
所
に「
電
子
カ
ル
テ
」を
導

入
し
、患
者
の
病
歴
や
薬
歴
を
把
握
し
、「
臨
床

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
ど
ん
な

症
状
に
ど
ん
な
対
応
が
適
切
か
、を
即
座
に
調

べ
ら
れ
る
。そ
ん
な
環
境
整
備
も
不
可
欠
に
な

る
。患

者
の
流
れ
を

変
え
ら
れ
る
か

　

大
病
院
志
向
に
歯
止
め
を
か
け
る
た
め
紹

介
状
な
し
の
受
診
に
定
額
負
担
が
導
入
さ
れ

る
。特
定
機
能
病
院
と
一
般
病
床
5
0
0
床

以
上
の
地
域
支
援
病
院
で
は
初
診
5
0
0
0

円（
歯
科
3
0
0
0
円
）、再
診
2
5
0
0
円

（
同
1
5
0
0
円
）。も
ち
ろ
ん
救
急
の
患
者
、

同
じ
施
設
の
他
科
受
診
者
な
ど
は
除
か
れ
る
。

す
で
に
独
自
の
上
乗
せ
負
担
を
実
施
済
み
の

大
病
院
も
多
く
、こ
の
全
国
一
律
の
最
低
額
で

ど
の
程
度
の
効
果
が
出
る
か
。

　

同
じ
皆
保
険
体
制
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、か
か

り
つ
け
医
経
由
の
自
己
負
担
率
は
3
割
だ
が
、

そ
の
紹
介
な
し
の
専
門
医
や
病
院
へ
の
受
診

は
7
割
負
担
に
さ
れ
た（
09
年
か
ら
。16
歳
以

上
で
救
急
、産
婦
人
科
、精
神
科
、眼
科
な
ど
は

対
象
外
）。日
本
と
異
な
り
外
来
は
窓
口
で
自

己
負
担
を
払
い
、償
還
さ
れ
る
だ
け
に
、こ
の

負
担
率
の
逆
転
で
、か
か
り
つ
け
医
登
録
は

98
％
に
達
し
た
。

　

原
則
的
に「
フ
リ
ー
ア
ク
セ
ス
」は
守
り
な

が
ら
、医
療
機
関
の
役
割
分
担
を
徹
底
さ
せ
る

に
は
、こ
ん
な
思
い
切
っ
た
政
策
・
制
度
が
必

要
な
の
だ
ろ
う
。

　

今
回
の
定
額
負
担
義
務
化
は
、さ
ら
に
厳
し

い
規
制
へ
の
第
一
歩
か
も
知
れ
な
い
。

■
宮
武  

剛
（
み
や
た
け
・
ご
う
）

毎
日
新
聞
社
・
論
説
副
委
員
長
、埼
玉
県
立
大
学
、目
白
大
学
の
教
授
を
経

て
、財
団
法
人
・
日
本
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
振
興
会
理
事
長
。厚
生
労
働

省「
社
会
保
障
審
議
会
」委
員
、財
務
省「
財
政
制
度
等
審
議
会
」委
員
や
Ｎ

Ｐ
Ｏ「
福
祉
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ジ
ャ
パ
ン
」会
長
も
務
め
る
。


